
本
年
町
一
降
五
万
円
に
一
ー
こ
れ
ま
で
の
自
転
車

F
h
H
)佐
宅
建
z
r
-
A
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協

の

グ

リ

l
ユ
シ
グ
、
め
ん
一
淘
に
ニ
の
こ
と
は
今
次
改
F

改
芭
、
つ
ま
り
今
ま
で
は
参
万
一
車
税
宇
統
合
し
た
も
の
で
ふ
夜
得
に
。
い
て
は
、
六
十
類
、
食
品
提
供
業
V
合
一
の
白
眉
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
も

円
ま
で
税
金
が
か
L
ら
な
か
っ
(
ま
す
。
改
巴
の
要
点
は
、
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万

円
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t

む
)
は
百
分
の
十
一
一
を
一
の
で
あ
り
、
税
遣
は
凡
有
行
政

た
の
す
、
今
年
か
ら
五
一
ヲ
円
迄
一
①
原
動
機
付
自
転
車
に
対
し
一
を
控
除
し
た
額
に
の
み
課
税
さ
百
分
の
入
に
一
面
に
於
て
、
兎
角
繍
張
り
争
び

は
免
税
と
云
ふ
こ
と
に
軽
減
さ
一
標
準
税
率
十
決
定
し
そ
の
一
れ

ιと
云
ふ
特
典
が
あ
り
ま
す

B
原
始
産
業
、
医
薬
及
が
一
ゃ
、
震
壁
際
さ
な
事
務
が
行
は

れ
た
の
で
あ
り
ま
ず
o

一
額
を
五
万
円
程
度
と
す
る
一
今
回
の
竺
止
法
で
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法
務
自
由
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一
喜
一
口
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分
一
れ
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る
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向
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五
百
分
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一
替
へ
て
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簡
素
円
満
明

こ
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全
く
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し
い
税
種
で
一
①
年
度
の
中
途
で
取
得
さ
れ
一
て
匝
迫
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を
受
け
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の
で
あ
り
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分
の
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治
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内
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司
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を

一

手

採

用

さ

れ

る

会

主

大

プ

百

分

の

四

を

見

一

哀

を

さ

へ

致

し

ま

し

た

古

j
/し
一

』

即

ち

こ

の

税

の

芝

霊

の
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、
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滅
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、
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摘
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独
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叩
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簡
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と
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互
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だ

け
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新
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翻
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し
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し
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①
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負
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司
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一
任
野
確
立
一
従
来
の
町
民
税
が
均
等
割
ハ
一
こ
の
税
は
従
前
の
通
り
町
税
一
中
か
ら
分
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
一
り
ま
す
c

一

3
L夫

ζ
-
u
r、
原
則
と
し
て
法
人
税
及
一
が
僅
か
づ
っ
持
ち
寄
る
こ
の
税

一
j
v一
基
本
刀
針
i
y
」
七
て
行
は
れ
一
一
人
一
人
に
平
均
し
て
か
L

る
一
の
み
で
あ
り
ま
し
て
、
改
古
内
一
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
一
課
税
対
象
は
、
取
得
し
た
土
一
先
づ
個
人
事
業
税
に
つ
い
て
一
一
金
に
依
り
、
総
ぺ
て
の
も
の
が

て

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

一

番

:

客

観

と

に

別

れ

て

一

言

、

標

準

税

率

で

一

消

費

者

に

も

叉

営

業

者

に

も

、

一

地

又

は

家

屋

で

あ

り

、

す

ま

す

と

一

叫

す

れ

い

れ

間

口

一

動

い

て

行

く

の

で

す

o

そ
の
原

/

f

以
下
新
習
慣
に
つ
い
て
そ
の
一
ゐ
た
の
と
同
様
に
今
度
の
改
一
止
一
現
者
百
分
の
一
ム
(
を
一
非
消
費
者
に
も
勿
論
、
全
保
新
一
税
率
一
は
課
税
標
準
額
の
百
分
一
①
系
礎
控
除
で
は
、
こ
れ
ま
一
一
動
力
で
あ
る
税
金
を
、
国
政
に

乃
J
t一
目
と
肉
容
の
予
り
ま
し
を
書
一
で
も
そ
う
な
っ
て
お
り
ま
す
o

一
サ
九
年
度
百
分
の
で
五
一
た
な
負
担
が
か
L
る
も
の
で
は
一
の
三
・
一
で
の
五
万
円
が
、
七
万
旦
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
さ
れ
ま
し
一
参
与
し
.
町
政
提
出
に
寄
与
す

d
，

t
i。
一
今
迄
の
町
民
税
均
等
割
は
四
百
一
基
度
以
降
百
分
空
白
に
一
な
く
、
砂
地
方
財
源
の
充
実
税
一
で
あ
り
ま
す
が
、
一
と
大
?
緩
和
さ
れ
て
お
一
た
こ
と
は
、
税
政
の
簡
素
合
理
一
る
と
一
ヱ
歓
ぴ
に
徹
し
、
喜
一

手
取
民
苧
と
町
民
枕
一
円
で
あ
り
ま
し
た
が
、
今
度
は
一
引
下
げ
ら
れ
、
償
却
資
産
の
免
一
源
配
分
の
合
沼
化
の
線
に
副
っ
一
①
新
築
住
宅
の
取
得
に
つ
い
一
。
ま
す
。
一
化
の
上
に
一
大
き
引
が
下
さ
れ
一
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っ
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て
行
く
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致
一
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等
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円
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、
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①

標
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一

た
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讃
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れ
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し
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h
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念
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す
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一
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あ
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た
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参
宵
円
一
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在
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万
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荷
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あ
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。
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ま
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何
も
一
室
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勿
襲
警
守
る
も
一
の
汚
職
は
ら
み
な
い

0
2る
が
筆
者
は
雷
つ
で
同
じ
職
竺
の
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
ふ
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な
こ
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駐
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…
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叫

ゆ

子

こ

官

川

町

一

山

山

山

中

ヱ

掛
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間
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田
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昨
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時
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時
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日
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間
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間

一
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日

間

話

器

一

車

場

出

器

一

一
行
事
化
し
た
週
間
設
定
が
ど
れ
ほ
ど
の
成
田
沢
長
め
得
る
い
一
悲
劇
が
頻
々
と
繰
返
さ
れ
て
ゐ
一
国
が
中
国
に
対
し
て
成
功
し
た
一
み
を
主
張
す
る
弊
風
を
煽
り
立
一
さ
れ
て
ゐ
る
の
か
。
若
し
も
そ
一
の
中
毒
患
者
で
も
此
の
方
法
代
一
他
に
転
嫁
す
べ
き
で
な

ρ
。

一

一
寧
ろ
御
庵
形
行
事
と
し
て
の
印
象
さ
へ
抱
か
せ
ら
れ
る
[
一
る
マ
は
な
い
か
o

こ
う
し
た
極
一
阿
片
政
策
、
と
共
通
し
た
も
の
で
一
て
る
』
伸
一
の
目
が
患
者
に
向
け
ら
れ
て
ゐ
一
な
ら
治
せ
る
と
思
ふ
ο

不
母
子
一
肉
親
の
温
い
庇
護
な
く
し
て
一

一
あ
る
様
で
あ
る
o

一
悪
送
に
陥
る
室
内
も
或
は
ヒ
ロ
一
は

E
か
ろ
う
か
。
中
国
は
之
に
一
そ
れ
に
も
ま
し
て
法
網
を
く
一
る
と
す
れ
は
百
年
河
清
を
待
つ
一
子
供
等
を
何
と
か
し
て
隔
離
解
一
背
少
年
吹
ま
と
も
に
育
て
と
げ
一

一
週
間
達
也
の
弊
が
こ
う
し
た
問
題
に
ま
で
、
玉
石
混
語
ニ
ポ
ジ
患
者
で
は
な
か
ら
う
か
と
一
抗
配
し
℃
敗
れ
、
園
芸
豊
岡
一
ぐ
る
こ
と
の
安
易
感
が
勢
ひ
民
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に
等
し
い
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薬
の
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路
を
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ち
一
毒
の
救
済
法
を
講
じ
て
や
り
た
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ょ
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と
す
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こ
と
は
、
路
院
が
一

て
c
れ
る
こ
と
を
甚
だ
遺
憾
と
す
る
一
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
切
一
思
は
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
大
き
一
ず
る
の
徐
儀
な
き
に
立
至
っ
た
一
衆
を
堕
民
化
し
不
浄
化
し
て
世
一
切
る
こ
と
民
主
限
が
注
が
れ
ぬ
一
い
も
の
で
あ
る
。
一
針
の
孔
を
通
る
上
旬
因
噌
:
一

一
実
名
容
を
も
っ
と
深
く
掘
り
下
げ
て
対
処
し
た
い
と
思
ふ
一
な
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題
が
ひ
そ
む
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で
あ
る
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が
、
今
蓄
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濁
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限
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一

立

古

監

四

日

間

医

科

一

時

間

前

化

一

最

鉢

崎

町

山

日

行

時

れ

い

い

一

臨

時

れ

れ

わ

延

滞

泣

訪

日

刊

誌

ω一
体
さ
心
て
次
付
加
討
議
の

】

;

一

を

為

し

た

も

の

に

は

違

ひ

な

い

一

あ

っ

た

が

l
i
得
体
の
知
れ
ぬ
一
に
怠
っ
た
。
宮
警
の
取
締
乃
至
一
往
年
の
「
わ
れ
栄
を
願
は
ず
一
る
悪
業
を
為
七
得
ざ
る
底
の
制
一
て

t
そ
の
巨
的
は
完
達
さ
れ
る
一
と
云
ふ
程
の
峻
厳
た
肉
親
愛
に
一
原
子
f

rf授
業
制
問
中
の
学
校
内
で
の
一
ハ
こ
う
云
ふ
と
如
何
に
も
此
の
一
新
し
い
エ
サ
が
次
か
ら
次
へ
と
一
捜
査
は
困
難
を
極
め
る
現
行
法
一
何
ぞ
利
一
臓
の
好
餌
を
憂
へ
ん
」
一
裁
が
加
へ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
一
も
の
で
は
な
い
o

J

一
依
る
こ
と
が
第
一
義
で
あ
る
こ
一
赤
い
=
靴
見
影
響
の
冷
足
の
ほ

出
来
事
て
あ
っ
た
と
一
一
品
ふ
こ
ど

ι
問
題
は
大
し
た
こ
と
で
な
い
と
一
与
へ
ら
れ
た
。
民
衆
は
わ
け
も
一
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
。
↑
一
て
い
の
慨
あ
り
一
と
せ
官
、
今
日
一
次
に
愚
者
の
保
龍
対
策
で
あ
一
子
供
が
不
良
に
な
る
、
他
人
一
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
o

る
所

得

税

法

(

園

枕

)

一

の
J

部

改

正

一

減
少
申
告
書
は
六
月
末
迄
に
一
一

所
得
税
法
の
一
部
が
改
百
さ
一
p

十
五
日
迄
に
納
額
通
知
書

れ
ま
し
た
o

一

、

一

を

皆

さ

ん

の

手

許

へ

送

つ

，

次

の

諸

点

を

御

諒

解

の

上

、

一

て

参

り

ま

す

「

手
績
等
で
行
違
ひ
の
な
い
様
に
一
①
皆
さ
ん
は
そ
の
金
額
を
、
一

し
て
下
さ
い
0
1

一
七
月
末
日
迄
に
金
融
機
閥
一

①
毎
年
提
出
し
て
お
句
ま
し
一
へ
払
込
む
こ
と
に
な
っ
て
よ

た

七

月

橡

定

申

告

書

は

‘

一

お

り

ま

す

一

出
さ
な
く
て
よ
い
こ
と
に
一
@
若
し
前
年
度
よ
り
所
得
『
-

工

り

ま

し

=

一

-

‘
T
t
1
1
丈

一

が

減

少

す

る

と

一

五

ふ

方

』

①

税

務

署

で

は

前

年

度

の

実

一

』

』

一
「
減
少
申
告
書
」
む

L
f
一

績

を

茶

礎

に

し

て

、

六

月

一

一

一

一

三

十

日

迄

に

税

務

同

一

出

し

下

さ

い

。

一

一

こ

の

申

告

書

は

期

一

く
れ
る
と
受
付
け
て
ザ
プ

ま
せ
ん
か
ら
御
注
意
願

ま
す

以
上
が
改
百
の
章
鈷
で
す
。
d

何
e

こ
と
に
依
ら
ず
、
手
績
を
「
怠
一

り
吠
は
遅
延
す
る
こ
と
に
依
り
一

多
大
の
迷
惑
を
他
に
及
ぼ
じ
た
一

り
、
自
ら
は
不
測
の
損
失
新
一
家
一

っ
た
り
す
る
も
の
で
す
。
，
一

定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
芭
し
一

く
権
利
も
主
張
し
ま
せ
号
し
.
一

義
務
も
履
行
致
し
ま
し
て
、
明

a

る
い
社
会
を
つ
ぐ
り
ま
せ
L
J
G

、L
h 

一-

「

J
dい

寸
¥
¥
~

第 3号

方

J 

~-

'、一、

。
、品の
?税 A

't)で

笠宮
ゎι
も

。
税
納
め交

す
笑
顔
の

五
月
晴

1111111 

Illllllll 

γず
し
吟
世
間
人
一

西
村
朗
月

白
案
内
麦
刈
る
島
へ
漕
ぎ
も

寄
せ

乳
欲
り
て
泣
く
は
泣
か
せ
て

飼
屋
の
母

山
本
ソ
舟

ア
カ

γ
ヤ
の
花
の
並
木
に
建

つ
鳥
居

梅
雨
晴
の
銭
湯
[
八
を
吸
ひ
こ

め
る

島
上
礁
波

計
悲
し
雨
の
醤
一
フ
を
勢
っ
て

掃
す

降
る
雨
や
蓄
ラ
に
も
譲
き
恕

出る舟裸毛
たか虫
‘でな焼
るく
色 火
な を 大
き か 平
炎 L 貞
日 げ言京
の来
町屋 る

喜
多
地
区
万
剣

審
査
登
録
事
務
は
B

五
月
二
十
五
日
長
一

浜
町
役
場
会
議
室
一

で
行
は
れ
た
か
巌
一
事

索
審
査
の
結
果
搬
一
同
一

ス
刀
剣
類
中
、
一
宇
j
t
k

本
の
失
格
も
な
く
一

全
部
が
美
術
品
と
一

し
て
議
録
さ
れ
た
一

審
査
に
当
っ
た
一

古
口
沢
百
義
氏
の
語
一

る

と

こ

ろ

に

依

る

と

、

一

各
地
と
も
こ
の
治
録
事
務
に
一

理
解
が
深
ま
り
成
績
が
よ
い
。
一
片

当
地
で
は
こ
れ
ほ
ど
旧
る
と
は
一

思
は
な
か
っ
た
o

一
一
十
本
も
出
一

れ
ば
と
思
っ
て
ゐ
た
が
橡
想
以
一

上
の
成
果
を
得
た
こ
と
そ
喜
ぶ
一

吉
野
朝
、
室
町
時
代
の
も
の
等
一

立
派
な
も
の
が
沢
山
あ
っ
た
υ

一

と
の
こ
と
で
あ
り
、
中
で
も
、

U

長
浜
町
の
茶
、
菜
、
茶
一
一
一
氏
及
一

び
、
出
海
付
某
氏
の
も
の
は
当
一

日
の
逸
品
で
あ
っ
た
模
様
で
¥

る。
門
司
可
録
を
受
け
た
万
剣
堵

近
町
村
を
合
せ
三
十
三
去

っ
た
o
J
d
J
て
げ

る

/ 

刀 剣登録移

、守

俗ゐ



、
4 

同
日
。
ー

" 
ι 

一
口
一
同
め
た

更
生

、，
I
U
U
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の
活
関
用

お
猿
さ
ん
が
参
り
ま
し
た

名
前
を
つ
け
て
や
っ
て
下
さ
い

倫
水
族
館
に
は
魚
績
の
外
‘

こ
の
お
猿
さ
ん
や
穴
熊
さ
ん
、

そ
れ
に
お
し
ど
り
と
巴
輔
の
各

一
つ
が
叱
つ

L
が
皆
さ
ん
の
お

出
で
を
待
っ
て
お
り
ま
す
。

近
く
関
本
袋
一
も
完
備
し
て
、

勉
強
さ
れ
る
方
々
に
見
て
頂
く

様
に
致
し
ま
す
。

-
宵
お
猿
さ
ん

名
つ
け
募
集
規
定

一ιヱ
象

ーや:そ
の
機
簡
を
停
止
す
る
こ
と
に
一
事
業
の
謹
告
と
業
績
の
品
援
が

な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
期
持
さ
れ
る
と
恩
ひ
ま
す
o
-

償
還
義
務
に
つ
い
て
の
し
つ
一
段
鑑
濃
か
ら
ず
、
泊
に
そ
の

か
り
し
た
決
意
が
な
い
よ
う
で
一
通
ち
で
あ
り
ま
す
。
曾
つ
て
の

は
、
事
業
の
成
功
-
も
学
術
技
能
一
引
傷
者
厚
生
資
金
の
轍
を
踏
む

の
習
得
も
甚
だ
覚
東
な
い
限
り
一
こ
ど
な
く
、
前
記
諸
資
金
制
度

で
あ
り
ま
し
て
.
却
っ
て
逆
に
一
が
健
全
に
還
蛍
さ
れ
、
真
に
更

こ
う
し
た
制
度
の
為
に
、
易
き
一
生
へ
の
切
火
と
し
て
そ
の
真
価

に
就
か
ん
と
す
る
無
気
力
さ
、
一
を
発
揮
す
る
如
く
、
お
互
に
相

放
縦
性
を
防
長
す
る
悪
現
象
孝
一
戒
め
相
扶
け
て
行
き
た
い
も
の

来
す
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
一
で
あ
り
ま
す
。

『
借
り
る
よ
り
、
返
す
決
意
一
四
月
切
旬
、
背
島
で
開
講
さ

を
先
に
き
め
』
こ
う
し
た
真
純
'
一
れ
ま
し
た
編
物
議
習
も
五
月
十

な
気
持
、
責
任
を
完
遂
し
よ
う
一
八
日
を
以
っ
て
終
了
、
既
に
一

と
す
る
気
錦
、
そ
こ
に
こ
そ
、
一
日
六
オ

ν
ス
極
度
を
編
上
げ
る

周
到
な
計
一
白
も
生
れ
、
円
滑
な
一
迄
に
な
り
、
目
標
の
十
オ

y
ス

官 す の局標 す会面域グゐ <>剣に会諸 発 体 以
- .会るだプカ:只る員と的ルる地今なつが君主足育つ
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青年撞

産量ち

長 J

ハ
一
オ

ν
ス
欄
賃
ご
十
円
乃
至

一
三
J

田
)
を
征
服
す
る
の
も
潔

い
と
と
で
は
な
い
と
云
ふ
朗
報

が
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
ず
。

若
し
母
子
世
帯
の
方
々
が
こ

う
し
た
仕
事
を
思
ひ
っ
か
れ
る

と
致
し
ま
す
れ
ば
.
編
物
機
具

の
購
ス
は
生
業
資
金
の
枠
内
で

悠
キ
と
賄
は
れ
ま
す
し
、
習
得

期
間
中
の
生
活
費
に
つ
い
て
は

技
能
習
得
資
金
、
生
活
資
金
等

の
途
J
h
'拓
け
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
而
も
そ
の
年
限
は
二
ヶ

年
の
永
き
を
認
め
ら
れ
て
お
る

の
で
あ
り
ま
す
o

こ
の
編
物
講

習
の
様
に
短
期
で
も
の
に
な
る

湯
合
に
は
、
無
利
子
で
借
ス
れ

ら
れ
る
一
年
の
聞
で
さ
へ
、
懸

命
に
や
れ
ば
多
少
の
償
還
金
も

生
み
出
ぜ
る
可
能
性
が
あ
る
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

敏
争
に
依
る
惨
閥
、
之
は
国

民
共
通
の
も
の
と
思
は
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
o

無
論
ぞ
こ
に
は
大

き
な
ヒ
ラ
キ
は
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
一
去
っ
て
返
ら
ぬ
こ
と
な

の
で
あ
り
ま
す
。
徒
ら
に
不
遇

宏
明
ち
手
を
宏
一
ふ
し
て
嘆
く
こ

と
を
捨
て
‘
敢
然
と
し
て
起
ち

上
ら
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
o

国
と
い
え
ど
も
我
キ
と
共
に

敗
れ
去
り
満
身
創
農
の
傑
傷
を

負
い
つ
つ
も
こ
う
し
て
次
々
に

更
生
方
策
を
講
じ
て
く
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
り
ま
す
。

透
徹
し
た
ケ
イ
智
と
、
建
し
い

闘
魂
と
を
以
っ
て
、
難
局
突
破

す
決
意
さ
れ
る
皆
さ
ん
に
依
り

こ
の
更
生
資
金
制
度
が
、
益
々

度
高
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
念

願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

教
育
ア

ト
に
つ

ン
ケ

i
い
て

長
浜
町
数
育
委
員
会
で
は
一

当
町
の
教
育
に
関
ず
る
調
奇
表

を
お
配
り
し
、
皆
様
の
御
凶
答

を
求
め
て
お
句
ま
す
が
、
こ
れ

は
皆
様
方
の
御
意
図
を
反
映
さ

せ
れ
'
教
育
行
政
を
打
建
て
る
為

の
軍
大
な
基
礎
資
籾
と
な
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
一

御
承
知
の
如
く
只
今
で
は
教

科
書
も
地
方
委
員
会
で
自
由
に

選
択
出
来
る
の
で
す
。
そ
の
内

容
に
つ
い
て
も
御
意
見
を
求
め

て
ゐ
る
筈
で
す
o

此
の
機
会
に

ど
う
ぞ
教
科
書
に
も
目
を
通
し

て
頂
き
ま
せ
う
し
.
す
べ
て
の

踏
に
つ
き
真
剣
な
検
討
宏
加
へ

適
切
な
御
批
判
を
願
ひ
ま
す
o

手

で

ま

~-''-. 

ー

守阜 、

吟‘公
管
住
宅
入
居
者

申

込

受

付

-
F

敗
践
と
云
ふ
冷
厳
な
事
実
の
一
分
な
換
算
に
欠
く
る
こ
止
で
あ

い
U

一
前
に
、
国
民
箔
し
く
生
活
の
危
一
り
ま
す
。

第
一
期
に
さ
ら
さ
れ
、
未
だ
曾
っ
て
一
併
し
な
が
ら
乏
し
き
を
以
つ

一
味
は
円
一
た
こ
と
の
な
い
誓
憾
に
一
て
足
り
ず
と
ぜ
ず
、
与
へ
ら
れ

一
打
ち
ひ
し
が
れ
ま
し
た
。
一
た
範
閣
内
に
於
て
創
意
工
夫
を

一
別
し
て
一
家
の
支
柱
で
あ
る
一
加
へ
、
効
率
的
な
活
用
守
期
し
一

一
父
や
犬
を
亡
っ
た
母
子
世
情
、
一
て
参
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
一

一
身
体
の
自
由
を
奪
は
れ
た
身
体
一

φ
母

子

幅

融

資

金

一

一
障
害
者
、
さ
て
は
外
地
か
ら
の
一

I
貸

付

の

対

象

一

一

引

揚

者

や

磁

災

の

き

無

一

物

に

一

イ

離

婚

し

た

女

子

一

一
焼
き
払
は
れ
た
人
々
に
と
っ
て
一
ロ
配
偶
者
の
生
死
が
明
ら
か
一

』

は

、

忍

び

得

ぬ

苦

難

で

あ

り

予

一

で

な

い

女

子

一

一

一
対
し
た
犠
牲
者
の
急
に
払
は
一
ハ
鹿
偶
者
か
ら
遺
棄
さ
れ
て
一

九

九

国

の

品

質

が

、

更

生

、

資

金

一

ゐ

る

女

子

一

民
付
と
た
つ
ぢ
実
現
し
た
の
一
ニ
配
偶
者
が
海
外
に
あ
る
た
一

v

お

り

ま

し

た

。

一

め

そ

の

扶

養

を

受

け

る

こ

一

町

下

そ

の

種

別

と

借

入

手

緩

一

と

が

出

来

な

い

女

子

一

F

九
要
と
を
説
明
し
、
一
般
の
一
ホ
配
偶
者
が
精
神
父
は
身
体
一

認
識
を
深
め
、
切
角
の
こ
の
制
一
の
障
害
に
よ
り
長
期
に
豆
一

度
を
活
用
し
て
い
た
だ
く
為
の
一
一
っ
て
労
働
能
力
を
失
っ
て
一

項

し

る

べ

と

致

し

た

い

と

在

じ

一

ゐ

る

女

子

一

一
部
記
の
女
子
で
あ
っ
て
現
に
一

只
伊
む
ら
く
は
国
の
財
政
力
一
婚
姻
(
事
実
婚
を
含
む
)
せ
一

¥
一
は
自
レ
限
度
が
あ
っ
て
、
貸
一
ず
、
二
十
才
未
満
の
児
童
三

百

付

金

の

す

過

少

で

あ

り

、

旦

一

扶

養

し

て

ゐ

る

者

一

/
~
一
叉
全
部
の
司
ス
を
賄
ひ
得
る
十
一

2
資

金

の

種

類

と

条

件

一

J

「

1
1
1
1
1斜
叶
」
司

i
叶
↓
判
l

劃
斗
瑚

1剖」一

一
一
置
畑
山

:
ι

一

金

額

一

賜

間

一

期

訊

一

一

一
一
ィ

ι業
資

金

一

一

一

-

一

一

D
一

一

¥

一

五

万

円

一

-

F
一
四
年
一
一

‘

一

一

事

業

開

始

の

為

一

以

ー

内

一

一

有

一

以

内

一

一

一

一

必

要

と

す

る

も

の

一

一

一

一

一

一

一

~

ト

ス

二

ス

度

資

金

、

一

一

一

ー

一

一

一

一

寸

前

織

に

際

し

必

要

一

定

肝

一

一

年

一

陶

酔

一

一

一

占

k
T
'
る

も

の

一

一

一

一

一

世
一
一
事
薬
露
叉
ぼ
就
職
一
百
円
以
内
一
習
得
後
一
一

O
年
一
一

一
一
:
上
必
康
成
能
習
得
の
一
習
得
期
間
一
六
ヶ
月
一
以
内
一
一

二

;

一

ー

た

防

頃

己

主

ー

一

一

千

百

一

-

一

一

.

ー

一

一

寸

引

再

三

生

毒

活

丹

念

一

本

人

月

額

一

一

一

一

ι

-

-

〉

l

一
千
河
以
内
一
可

T
Z
一一

O
年
一
一

一
「
ハ
」
の
習
得
期
間
中
一
児
童
月
額
一
プ

J
F
一
以
内
一
一

一

一

生

活

に

嘆

す

る

も

の

一

五

百

月

以

内

一

一

一

一

4
t割
劃
凶
嗣
創
刊
!
っ
1
1
1
1寸
|
l
J
J

一一

住

一

一

現

r
営
ん
で
ゐ
る
二
一
一
万
円
一

E

J

一
二
年
一
一

リ

一

一

事

業

を

継

観

ず

る

一

以

内

一

1

1

一
以
内
一
一

正

一

一

志

η
も

の

{

一

一

一

一

一

生
「
4
1
倒
幹
回
判

f
l討
剖
1
l寸
1
1寸
イ
1一一

一
一

j

¥

一
月
七
百
旦
卒
業
後
一
二

O
竿
一
一

J

・1
一

一

高

等

学

校

以

上

に

一

大

学

一

六

ヶ

月

一

一

以

内

一

一

叩

二

就

学

す

る

為

，

一

月

二

千

円

一

一

I

l

l

l

一一

月

一

一

ト

修

業

資

金

百

額

ナ

ー

l

一
!

I

l

l

l

一
1

a

一一

一
一
何
ご
挟
一
宮
謹
の
同
諸
事
用
刈
清
一
一
一
帰
服
一
地
榊
一
一
水
族
館
に
お
猿
さ
ん
が
は
る

一

S
一

E

ー
一
習
得
の
一
宮
ー
;
」
コ
一
明
以
内
一

1

1

一
ー
一
一
げ
る
東
東
か
ら
や
っ
て
参
り
ま

j

目

一

紅

一

註

一

し

た

。

こ

れ

は

台

糖

産

で

、

と

一

J

一
刺
子
は
す
べ
て
年
三
分
修
学
資
金
ゼ
け
は
無
利
子
一
て
も
よ
〈
馴
れ
て
ゐ
ま
ず
。

一

作

ご

各

資

金

と

も

据

置

期

間

中

は

無

利

子

一

大

き

い

方

が

雌

で

小

さ

い

の

一
/
一
一
一
償
還
方
法
は
年
賦
半
年
一
賦
月
賦
の
別
が
あ
る
一
R

が
維
で
す
。

一
3
信

号

方

法

一

事

業

金

庫

貸

付

金

一

平

〈

名

前

を

つ

け

て

や

り

た

一
ィ
規
症
の
申
請
書
に
戸
籍
謄
一

1
貸

付

の

対

象

一

い

の

で

す

が

抑

そ

れ

を

小

、

、

中

F

斗
一
広
一
通
を
添
付
の
上
告
明
一
身
体
障
害
者
手
一
肢
を
交
付
さ
一
学
校
の
生
崎

AIL--胤
ひ
し

(

一

犯

提

出

叫

す

る

。

一

れ

た

人

に

事

業

資

金

と

し

て

一

た

い
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思
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V
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規

定
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fp
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を
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れ
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に

従

っ

て

ミ
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一
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2
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は のの々 て す が

村
合
併

促
護
委
員
曾
開
催

町
村
合
併
促
進
法
が
昨
年
十
一
日
の
急
務
で
あ
る
こ
と
が
逗
〈

月
一
日
を
以
て
錨
行
以
来
、
町
一
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
史
、

村
合
併
の
気
還
は
全
国
的
な
与
一
町
村
合
併
促
進
法
が
こ
れ
に
拍

論
と
な
っ
て
高
ま
り
、
各
都
道
一
軍
を
か
け
た
こ
と
は
否
定
で
き

府
県
に
お
い
て
観
々
と
町
村
合
一
な
い
、
併
し
乍
ら
以
上
は
合
併

併
が
行
わ
れ
末
年
四
月
一
日
に
一
計
蓄
の
ほ
む
の
一
部
に
す
ぎ
な

至
る
ま
で
に
減
少
町
村
一
、

O
一
い
の
で
あ
っ
て
人
口
八
、
。
。

五
三
を
数
去
、
同
日
現
在
の
町
一

O
に
満
た
な
い
小
規
模
町
村
は

村
数
は
八
、
五
四
四
ケ
町
村
と
一
未
だ
に
六
、

0
0
0以
上
を
数

な
っ
た
o

一
ぇ
.
当
初
の
計
蓄
の
一
割
七
分

こ
れ
は
明
治
コ
十
一
日
平
か
ら
一
を
達
成
し
た
に
す
ぎ
ず
京
事
業

昭
和
三
十
八
年
に
至
る
ま
で
一
一
の
本
格
的
な
実
施
は
今
後
に
残

年
平
均
減
少
数
一

O
Oに
比
較
一
さ
れ
て
お
.
る
と
云
わ
な
け
れ
ば

す
る
と
隠
異
的
な
合
併
の
進
捗
一
な
ら
な
い
。

で
あ
っ
て
、
町
村
規
模
の
適
百
一
町
村
合
併
促
進
法
も
事
業
の

化
が
町
村
自
治
確
立
の
た
め
今
一
進
捗
と
供
に
改
百
の
必
要
性
を

生
じ
既
に
三
回
の
改
百
を
み
、

ハ
毅
育
委
員
会
の
委
員
の
任
期

定
数
に
関
す
る
特
例
)
〔
農
業

委
員
会
の
一
容
員
の
任
期
、
定
数

に
関
す
る
特
例
U

そ
の
他
数
件

が
準
加
改
一
止
さ
れ
て
い
る
o

本
郡
の
町
村
合
併
も
着
々
整

い
一
大
洲
市
は
九
月

d

一
日
発
足
の

運
び
と
な
り
、
五
十
崎
天
神
の

問
題
も
近
く
目
途
が
つ
き
・
内

子
関
係
も
一
部
の
問
題
を
残
し

て
い
る
に
掴
ぎ
な
い
状
態
で
あ

る。
川
下
地
区
で
は
五
月
十
三
日

御
建
山
団
地
銀
筋
ア
パ
ー
ト

十
二
戸
分
は
本
月
末
完
成
直
ち

に
入
居
出
来
る
預
定
で
あ
り
ま

す
。
一本

住
宅
は
総
建
均
十
四
坪
、

庭
附
で
、
階
下
は
デ
レ
ス
付
の

洋
室
(
板
張
一
一
一
坪
U

と
大
小
兼

用
便
所
、
洗
濯
流
し
付
炊
事
場

が
構
へ
て
あ
り
、
階
上
は
桟
敷

で
六
畳
と
、
パ
ル
コ
エ

1

付
四

昼
半
の
ご
問
、
押
4

人
は
一
聞
と

半
間
.
給
水
阻
電
設
備
完
備
と

一
式
ふ
モ
グ

l
y
様
式
を
整
へ
て

ゐ
ま
す
。
左
記
了
承
の
上
期
日

迄
に
お
申
込
下
さ
い
。

記
一4
入
居
資
格

町
内
に
住
所
又
は
勤
務
箇

所
を
有
し
、
幕
準
の
政
ス

が
あ
り
‘
同
居
家
族
の
あ

る
人

一
締
切
期
日

六
月
一
一
十
五
日

一
家
賃

月
一
、
一
一

O
O円

申
込
用
紙
は
役
場
に
あ
り
ま
す

多
数
の
場
合
は
委
員
会
マ
選
考

し
ま
す
o

午
後
一
時
か
ら
大
野
事

事
務
所
長
及
び
回
目
録
戸

席
を
得
て
長
浜
町
町
村
合

進
委
員
会
が
開
催
さ
れ
伺

抽
出
な
意
見
が
変
換
さ
れ
た

員
会
と
し
て
は
六
月
二
十
一
F

関
係
町
村
の
合
同
委
員
会
結
成

を
目
途
と
す
る
こ
と
を
再
認
し

一
応
九
月
一
日
新
町
発
足
に
到

る
上
う
努
力
す
る
こ
と
に
意
見

が
纏
っ
て
い
る
が
、
他
の
五
村

の
緩
り
如
何
が
川
下
区
合
併
の

時
一
期
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る

兎
も
角
六
月
一
一
十
円
迄
が
各

町
村
夫
々
の
立
場
官
、
研
究
討
爵

が
行
は
れ
る
こ
と
に
な
っ
で
ゐ

る
の
で
、
近
く
結
論
を
得
て
活

援
に
動
き
出
す
こ
と
に
な
る
で

あ
ら
う
。

目
f
F

醐
醐

(
五
月
中
の
届
出
分
U

V
出

生

鶴

崎

大

治

郎

ご

男

重

利

浜

田

潤

長

女

真

弓

竹
田
栄
太
郎
長
女
-
真
余

岡

田

満

長

女

恵

子

田
淵
栄
太
郎
一
」
男
勇
二

播

磨

保

夫

ご

女

圭

乎

一
一
一
河
兵
市
一
一
女
一
賀
詩
子

日

田

稲

生

一

一

女

精

子

黒

田

進

ご

女

和

姦

田

村

恭

雄

長

男

博

士

V
死

亡
大
谷
順
子

商
崎
プ
ジ
エ

五

月

の

/'-
4 

~ 

五
a

一
ニ
憲
法
記
念
講
演
会
開
催

五
・
五
憲
法
記
念
町
内
運
動
十
寸

ヂ
山
崎
一
段
優
良
児
記
念
表
桜
一
一

五
@
六
一
一
龍
施
設
事
務
監
査
一

。
定
例
町
教
育
委
員
会

五
・
七
臨
時
町
議
会
開
催

宝
・
一
口
長
浜
中
学
校
地
鎮
祭

五
@
一
一
月
例
会
計
検
査

。
狂
犬
病
議
防
注
射
実
施

五
@
一
一
一
ダ
ブ
テ
リ
ヤ
散
防
接
積

五
@
=
一
一
長
浜
町
町
村
合
併
促
進
一

委

員

会

一

五
二
回
総
務
経
済
合
問
委
員
た
ん

五
・
一
七
民
生
委
員
会
川
下
区
部
一

会

評

欝

員

会

~

五
¥
入
定
期
種
痘
実
施
一
一
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